NO1　許可申請・協議申出（土地の形質変更（盛土・切土））
■根拠法令　許可：法第30条第１項　協議：法第34条第１項
■手引き掲載箇所：第４章－３

チェックリスト
	記入者
	会社名
	　

	
	氏名
	　

	
	連絡先
	　

	
	メールアドレス
	　

	申請者名
	　



凡例：◎必須○該当ある場合
	
	申請者
チェック
	市町又は県
チェック
	書類の種類
	書類の
有無
	書類の内容等　※どのような場合に必要か

	1
	☐	☐	許可申請書
協議申出書
	◎
	許可：宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書（様式第二）
協議：宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書（参考様式第７号）

押印は不要

	２
	☐	☐	委任状
	○
	※代理人が申請を行う場合に必要
参考様式第１号
押印は不要

	３
	☐	☐	現況写真・撮影位置図
	◎
	任意様式（写真・撮影位置図）
（撮影位置図には、位置・方向・日時等が記載）

	申請者確認書類

	４
	☐	☐	住民票の写し等
	◎
	申請者が個人の場合　
※以下のいずれかを添付。上記に類するものについては県建設・技術課にご相談ください。
・住民票の写し（個人番号が省略されたもの）
・個人番号カード（番号を黒塗りしたもの）の写し
・運転免許証の写し
・上記に類するもの

	
	☐	☐	登記事項証明書
	◎
	申請者が法人の場合
・「登記情報提供サービス」にて閲覧できる登記情報を印刷したものでも可


	
	☐	☐	役員の住民票の写し等
	◎
	申請者が法人の場合
・住民票の写し等は、個人の場合と同様
・住民票等の提出が必要な役員の範囲については、株式会社における取締役など、法人の業務を執行する者及び事業について決定権を持つ者とする。（申請に係る法人の業務執行権限を有しない役員や事業決定権を有しない役員については提出の必要ない。）




	申請者の資力・信用確認書類

	５

	☐	☐	工事主の資力及び信用に関する申告書
	◎
	参考様式第３号

	
	☐	☐	資金計画書
	◎
	省令別記様式第三

	
	☐	☐	誓約書
	◎
	参考様式第14号

	
	☐	☐	住民票の写し等
	◎
	申請者が個人の場合　
※以下のいずれかを添付。上記に類するものについては県建設・技術課にご相談ください。
※申請者確認書類で添付するため、省略可。
・住民票の写し（個人番号が省略されたもの）
・個人番号カード（番号を黒塗りしたもの）の写し
・運転免許証の写し
・上記に類するもの

	
	☐	☐	納税証明書（個人）
	◎
	前年度分の所得税及び住民税の納税証明書

	
	☐	☐	登記事項証明書
	◎
	申請者が法人の場合
・「登記情報提供サービス」にて閲覧できる登記情報を印刷したものでも可

	
	☐	☐	納税証明書（法人）
	◎
	申請者が法人の場合
・法人税又は所得税及び事業税の納税証明書

	権利者全ての同意を得たことを証する書類

	６
	☐	□
	宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積の施行同意書
	◎
	参考様式第５号

	
	☐	☐	公図の写し
	◎
	

	
	☐	☐	土地登記事項証明書
	◎
	

	
	☐	☐	同意した者の本人確認資料
	◎
	個人の場合：運転免許証等
法人の場合：法人登記簿、社員証等

	周辺住民への周知を行ったことを証する書類

	７
	☐	☐	周知措置報告書
	◎
	参考様式第２号

	
	☐	☐	周知に使用した資料
	◎
	説明会資料、チラシ、掲示物、ウェブページの写し　等

	工事施行者の能力を証する書類

	８
	☐	☐	工事施行者の能力に関する申告書
	◎
	参考様式第４号

	
	☐	☐	納税証明書
	◎
	（工事施行者が個人の場合）
前年度分の所得税及び住民税の納税証明書
（工事施行者が法人の場合）
法人税又は所得税及び事業税の納税証明書

	
	☐	☐	住民票の写し等
	◎
	工事施行者が個人の場合
※以下のいずれかを添付。上記に類するものについては県建設・技術課にご相談ください。
・住民票の写し（個人番号が省略されたもの）
・個人番号カード（番号を黒塗りしたもの）の写し
・運転免許証の写し
・上記に類するもの

	
	☐	☐	登記事項証明書
	◎
	工事施行者が法人の場合
・「登記情報提供サービス」にて閲覧できる登記情報を印刷したものでも可

	
	☐	☐	建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書
	◎
	




	設計者の資格を証する書類

	９
	☐	☐	設計者の資格に関する申告書
	○
	※以下の施設を設置する場合に必要
・高さ５m超の擁壁
・盛土又は切土をする面積が面積1,500㎡超の土地
における排水施設

参考様式第６号

	
	☐	☐	設計者が資格を有する者であることを証する書類
	○
	卒業証明書、実務経験証明書、資格証明証の写し　等
（経歴により異なる）

	10
	☐	☐	擁壁の構造計算書
	○
	※以下の擁壁を設置する場合に必要
・鉄筋コンクリート造
・無筋コンクリート造

	11
	☐	☐	盛土・切土の安定計算
	○
	※高さ15m超の盛土・切土を行う場合に必要

土質試験等に基づく地盤の安定計算書

	12
	☐	☐	崖面の安定計算書
	○
	※崖面を擁壁で覆わない場合に添付が必要
土質試験等に基づく地盤の安定計算書

	13
	☐	☐	排水能力を確認する書面
	○
	※建築物の利用を前提としている概ね500㎡未満の造成行為で、集水区域の地表水が排水勾配により全て最終宅内桝で集水できるものについては不要

・排水計算書
・排水端末の接続許可を証する書類
・雨水抑制施設（調整池等を含む）を設置する場合は、
・その設計に関する資料

	14
	☐	☐	擁壁認定証等
	○
	※大臣認定擁壁を設置する場合に必要

擁壁の認定に係る書類の写し
（工場製品の擁壁を設置する場合は、国土交通大臣による認定証の写しとカタログの当該擁壁の掲載されたページの写し）

	図面

	１
	☐	☐	位置図
	◎
	

	２
	☐	☐	地形図
	◎
	

	３
	☐	☐	土地の平面図
	◎
	土地の境界線、盛土又は切土をする土地の部分、崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設等の位置がわかるもの

	４
	☐	☐	土地の断面図
	◎
	盛土又は切土をする前後の地盤面がわかるもの

	５
	☐	☐	排水施設の平面図
	◎
	排水施設の位置、種類、材料、形状、内法寸法、勾配及び水の流れの方向等がわかるもの

	６
	☐	☐	崖の断面図
	○
	※崖を生ずる場合に必要

	７
	☐	☐	擁壁の断面図
	○
	※擁壁を設置する場合に必要

	８
	☐	☐	擁壁の背面図
	○
	※擁壁を設置する場合に必要

	９
	☐	☐	崖面崩壊防止施設の断面図
	○
	※崖面崩壊防止施設を設置する場合に必要

	10
	☐	☐	崖面崩壊防止施設の背面図
	○
	※崖面崩壊防止施設を設置する場合に必要

	11
	☐	☐	求積図
	◎
	土地の面積、盛土又は切土をする土地の面積がわかるもの



2

